
縄文時代はどのような状況だったのだろうか。 
 
4000～5000年前の縄文中期から一宮市内には縄文人が住んでいました。佐野遺跡（標高10ｍ）、

馬見塚遺跡（標高7.5ｍ）、下り松遺跡（標高6ｍ、宮地花池南）、北川田遺跡（標高6ｍ、苅安賀）
などが見つかっています。尾張平野の中心部の自然堤防帯に遺跡が分布しています。 
佐野遺跡は縄文・弥生両時代にわたる複合遺跡であり、馬見塚遺跡では晩期縄文時代の生活と前期

弥生時代の生活が200ｍの近距離において、同じ地形の同じ土層のうえで営まれていました。 
何を食べていたのだろうか。石のやじりや石斧（せきふ）などが見つかっており、獣を狩り、どん

ぐりやシイの実を採集して食べていたと考えられています。
佐野遺跡では漁網や釣り糸の下部に付けておもりとして使
用する石錘（せきすい）が数多く見つかっており、魚を捕
って食べていたようです。但し、貝塚は見つかっていない
ようです。 
縄文から弥生にかけ人々が住み続け、お米の水田栽培が

始まり、人口が増加したと考えられます。なお、市内には
弥生時代の遺跡が標高5ｍ～10ｍの地形面の地下にあり、
千秋町（5カ所）や萩原町（8カ所）などに多く分布して
います。(日置)

一宮市内にも縄文遺跡

『一宮手話サークル昼の部』はいろいろな行事や体験を通じて、ろう者との交流を深め、楽しみな
がら手話を学んでいるサークルです。今回は正月飾りのしめ縄作りを体験した事を報告させてもらう
ことで、サークルの雰囲気を少しでも感じてもらえたら嬉しいです。ろう者3名、聞こえる人8名が
参加しました。
講師の森内きく子さんにお手伝いをしていただきながら、水引きを使ったり、さまざまな装飾品を

用いたり、皆さん思い思いの素敵な正月飾りを楽しみながら完成させることができました。しめ縄の
マメ知識もとても勉強になりました。例えば、しめ縄とは、新しいわらで作る神迎えの正月飾り、門
松と共に松の内(7日ないし14日)まで飾
る。年神様に降臨していただく目印とな
ります。そして邪悪なものが家の中に入
らないように中と外を分け、結界の役割
を果たす魔除けともなります。
今後もサークルではさまざまなイベン

ト行事を企画しています。節分会やひな
祭りなどの行事が目白押しです。
場所は一宮市社会福祉協議会大和事務

所で、基本のサークル活動は毎週月曜日
午前10時～正午に行っています。手話に
興味のある方、サークル見学も可能です。
お待ちしております。(岩下)

正月飾りのしめ縄作りの体験をしました！！
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第21回「スロープや坂道」
出入口が階段になっている場所でも、スロープがあれば車
いすで利用できます。しかし、坂道での操作の力加減や状況判断には注意が必要で、私もヒヤッとし
たことがあります。
たとえば、上りの傾斜が見た目より急で、こぐ力が足りずに車いすが後退してしまう。道が緩やか
に下っていると気づかなかったために、思わぬ方向へ進んでしまい慌てる。こうした失敗は、しばし
ば起きます。また、路面に凹凸があると、道の状態を把握するのがより難しくなります。屋外で行列
に並んでいたときのことです。前進しようとブレーキを外した時、わずかに傾斜が下っていて前の人
に車いすが当たってしまい、申し訳なく思ったことがありました。車いすは移動に役立ちますが、少
しの傾斜でも危険につながりかねません。周りの人や物との距離感だけでなく、傾斜への意識も必要
だと感じています。(小鹿)

車いす使用の職員発
信

日常生活自立支援事業をご存知ですか？

生活福祉資金貸付制度のご案内

認知症や知的障害、精神障害があり、日常生活に不安を抱える方のために、下記のようなお手伝いができます。
支援内容 利用料

★福祉サービス利用のお手伝いをします
・福祉サービスの利用に関する相談・情報提供
・福祉サービスの利用料の支払い手続き

★日常的なお金の出し入れをお手伝いします
・年金、福祉手当の受領に必要な手続き
・病院への医療費、税金、社会保険料、公共料金等の支払い手続き
・生活に必要な預貯金の出し入れ等の手続き

★大切な書類等をお預かりします
・銀行の貸金庫で通帳、証書などの大切な書類を保管します
※書類預かりのみのサービスは利用できません

【問合せ】本部 日常生活自立支援事業担当（℡85-7024）

１回１，２００円
＊生活保護受給者は無料

月額２５０円

福祉サービスを
利用したいけれ
ど、どこへ相談し
たらいいの？

もの忘れが多く、通
帳や印鑑、大事な書
類などをよくなくし
てしまい困っている。

市役所から書類
が来ても手続き
の仕方が分から
ない。

お金のやりくり
がうまくできず、
いつも支払いが
滞ってしまう…。

　支援を受けることにより自立した生活ができると認められる低所得世帯、障害者、高齢者の属
する世帯を対象に、資金貸付の相談を行っています。本貸付制度は資金の種類ごとに要件・条件
があります。詳細については、本部 (℡85-7024) へお問い合わせください。
※貸付には審査があります。希望するすべての方にお貸しできるものではありません。

賀曽利貝塚
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